
幡多医師会による医療情報ネットワークの利用イメージ図
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③患者情報の参照

医療機関等の施設は、患者がマイナンバー

カードをカード提示端末にかざすことで、

患者の最新の医療情報等の閲覧が可能

幡多地域医療情報ネットワーク

指定の医療機関・市役所

病院・薬局・介護事業所・地
域包括支援センターなど
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